
総 数 管 内 事 件 他 府 県 事 件

75,288              30,950              27,027              3,923                

殺 人 82             84             83             1              

嬰 児 殺 1              2              2              -              

強 盗 殺 人 3              3              3              -              

強 盗 傷 人 110            108            108            -              

強 盗 ・ 強 制 性 交 等 5              7              7              -              

普 通 強 盗 138            141            140            1              

放 火 53             57             57             -              

強 制 性 交 等 219            216            215            1              

凶 器 準 備 集 合 -              -              -              -              

暴 行 3,302          2,567          2,565          2              

傷 害 2,209          1,965          1,964          1              

傷 害 致 死 7              6              6              -              

脅 迫 472            436            425            11             

恐 喝 164            133            131            2              

侵 入 窃 盗 2,254          3,042          2,013          1,029          

非 侵 入 窃 盗 45,966         13,645         11,806         1,839          

詐 欺 7,615          3,302          2,551          751            

横 領 145            122            118            4              

偽 造 409            274            229            45             

汚 職 -              -              -              -              

背 任 10             13             13             -              

賭 博 16             13             13             -              

強 制 わ い せ つ 564            559            554            5              

公 然 わ い せ つ ・ 物 174            175            174            1              

占 有 離 脱 物 横 領 1,881          1,729          1,593          136            

うち）自転車占脱 1,139          1,143          1,082          61             

公 務 執 行 妨 害 369            364            363            1              

住 居 侵 入 632            539            494            45             

盗 品 等 68             64             54             10             

器 物 損 壊 等 7,695          915            908            7              

そ の 他 725            469            438            31             

注1　刑法犯とは、刑法に規定する罪（道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。）、爆発物取締罰則、
   決闘罪に関する件、暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律、航空機の強取
　 等の処罰に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、航空の危険を生じさせる行為等の処罰
　 に関する法律、人質による強要行為等の処罰に関する法律、流通食品への毒物の混入等の防止等に関す

第３０表　刑法犯の罪種別認知・　
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罪 種

総 数

数値：刑事総務課

認 知 件 数
検 挙 件 数

風

俗

犯

そ

の

他

の

刑

法

犯

知

能

犯

総 数 うち）少年 総 数 死 者 重 傷 者 軽 傷 者

21,026           1,876             3,599             2,623             45                 302               2,276             

77           1            -            78           22           19           37            

1            -            -            1            1            -            -             

3            -            -            3            -            1            2             

154          21           -            112          -            12           100           

6            -            -            -            -            -            -             

176          21           -            -            -            -            -             

47           1            -            2            -            -            2             

194          8            -            25           -            -            25            

-            -            -            -            -            -            -             

2,501        75           2            -            -            -            -             

2,417        165          -            2,305        -            257          2,048         

7            2            -            7            7            -            -             

373          15           2            -            -            -            -             

164          18           2            -            -            -            -             

729          45           167          -            -            -            -             

7,989        881          1,168        -            -            -            -             

1,665        214          2,100        -            -            -            -             

111          2            1            -            -            -            -             

200          16           22           -            -            -            -             

-            -            -            -            -            -            -             

14           -            -            -            -            -            -             

74           1            -            -            -            -            -             

436          26           2            29           -            1            28            

173          5            2            -            -            -            -             

1,683        176          50           -            -            -            -             

1,113        137          35           -            -            -            -             

298          12           -            -            -            -            -             

404          63           10           -            -            -            -             

48           19           13           -            -            -            -             

590          39           13           -            -            -            -             

492          50           45           61           15           12           34            

　 る特別措置法、サリン等による人身被害の防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
　 に関する法律、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律及び公衆等脅迫目的の犯
　 罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律に規定する罪をいう。
　2　少年とは、検挙時20歳未満の者をいい、重傷者とは、加療日数が1か月（30日）以上の負傷者をいう。

　検挙状況及び被殺傷者数

被 殺 傷 者 数検 挙 人 員 当 庁 事 件 の
他 府 県 警 察
検 挙 件 数
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総 数 管 内 事 件 他 府 県 事 件

75,288              30,950              27,027              3,923                

殺 人 82             84             83             1              

嬰 児 殺 1              2              2              -              

強 盗 殺 人 3              3              3              -              

強 盗 傷 人 110            108            108            -              

強 盗 ・ 強 制 性 交 等 5              7              7              -              

普 通 強 盗 138            141            140            1              

放 火 53             57             57             -              

強 制 性 交 等 219            216            215            1              

凶 器 準 備 集 合 -              -              -              -              

暴 行 3,302          2,567          2,565          2              

傷 害 2,209          1,965          1,964          1              

傷 害 致 死 7              6              6              -              

脅 迫 472            436            425            11             

恐 喝 164            133            131            2              

侵 入 窃 盗 2,254          3,042          2,013          1,029          

非 侵 入 窃 盗 45,966         13,645         11,806         1,839          

詐 欺 7,615          3,302          2,551          751            

横 領 145            122            118            4              

偽 造 409            274            229            45             

汚 職 -              -              -              -              

背 任 10             13             13             -              

賭 博 16             13             13             -              

強 制 わ い せ つ 564            559            554            5              

公 然 わ い せ つ ・ 物 174            175            174            1              

占 有 離 脱 物 横 領 1,881          1,729          1,593          136            

うち）自転車占脱 1,139          1,143          1,082          61             

公 務 執 行 妨 害 369            364            363            1              

住 居 侵 入 632            539            494            45             

盗 品 等 68             64             54             10             

器 物 損 壊 等 7,695          915            908            7              

そ の 他 725            469            438            31             

注1　刑法犯とは、刑法に規定する罪（道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。）、爆発物取締罰則、
   決闘罪に関する件、暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律、航空機の強取
　 等の処罰に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、航空の危険を生じさせる行為等の処罰
　 に関する法律、人質による強要行為等の処罰に関する法律、流通食品への毒物の混入等の防止等に関す

第３０表　刑法犯の罪種別認知・　
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総 数 うち）少年 総 数 死 者 重 傷 者 軽 傷 者

21,026           1,876             3,599             2,623             45                 302               2,276             

77           1            -            78           22           19           37            

1            -            -            1            1            -            -             

3            -            -            3            -            1            2             

154          21           -            112          -            12           100           

6            -            -            -            -            -            -             

176          21           -            -            -            -            -             

47           1            -            2            -            -            2             

194          8            -            25           -            -            25            

-            -            -            -            -            -            -             

2,501        75           2            -            -            -            -             

2,417        165          -            2,305        -            257          2,048         

7            2            -            7            7            -            -             

373          15           2            -            -            -            -             

164          18           2            -            -            -            -             

729          45           167          -            -            -            -             

7,989        881          1,168        -            -            -            -             

1,665        214          2,100        -            -            -            -             

111          2            1            -            -            -            -             

200          16           22           -            -            -            -             

-            -            -            -            -            -            -             

14           -            -            -            -            -            -             

74           1            -            -            -            -            -             

436          26           2            29           -            1            28            

173          5            2            -            -            -            -             

1,683        176          50           -            -            -            -             

1,113        137          35           -            -            -            -             

298          12           -            -            -            -            -             

404          63           10           -            -            -            -             

48           19           13           -            -            -            -             

590          39           13           -            -            -            -             

492          50           45           61           15           12           34            

　 る特別措置法、サリン等による人身被害の防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
　 に関する法律、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律及び公衆等脅迫目的の犯
　 罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律に規定する罪をいう。
　2　少年とは、検挙時20歳未満の者をいい、重傷者とは、加療日数が1か月（30日）以上の負傷者をいう。

　検挙状況及び被殺傷者数

被 殺 傷 者 数検 挙 人 員 当 庁 事 件 の
他 府 県 警 察
検 挙 件 数
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